
国家戦略特区

関西圏雇用労働相談センター

申込期間： 2023年2月1日～2月16日
申込方法： 枚方市商工振興課へ以下の情報をお知らせの上、お申し込みください。

イベント名、受講方法、参加者氏名、電話番号、メールアドレス（オンライン参加の場合）

申込先： E-mail: shokou@city.hirakata.osaka.jp
TEL: 072-841-1325             FAX: 072-841-1278

〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館
ナレッジキャピタル8階K827号室

［相談対応時間］ 月曜～金曜 11時から20時（祝日・年末年始を除く）
［アクセス］ JR大阪駅 中央北口より徒歩10分

［お問合せ］ TEL： ０６－６１３６－３１９４

お申し込みは下記にて承ります。

１4：05～14:50 具体的事例から対策を！初めての労務管理がわかるセミナー

「入社時にうけた労働条件の説明と話が違う」「休日に働いたら 割増賃金ってどうなるの？」「辞めた社員からの未払い
残業代を払えと手紙がきた」といった労働相談事例をみると、雇用主である事業者自身がきちんと雇用ルールをしっかり
理解しておくことはトラブルを未然に防止するためにはとても重要です。 特に個人事業主や創業後間もない事業者に
とっては「採用上手であること」、「労務トラブルを少なくすること」は事業が成功する必須条件とも言えることから、「人を
雇う」際に気を付ける人事労務の超基本について 学び 、トラブルを未然に防止するヒントを わかりやすく お話します。

日時

受講方法

2023年2月21日(火) 14:00-16:00 (13:40受付開始)

枚方市立サンプラザ生涯学習市民センター 視聴覚室
大阪府枚方市岡東町12番3号サンプラザ3号館5階
（アクセス：京阪枚方市駅隣接：東改札口２F直結）

参加費 無料

14：50～15:００

登壇者 ： 松村 裕子 氏 （ KECC 相談員 ）

社会保険労務士・キャリアコンサルタント / かなてつ社労士事務所

１4：0０～14:05 関西圏雇用労働相談センター（KECC）についてのご案内

主催 ：

令和4年度 労務環境改善セミナー

個別相談会 （＊現地のみ 事前予約制：先着順 4社まで）

枚方市・創業支援事業連絡会

合繊素材メーカーで育児休業中に子どもの病気で退社した経験から両立できる働き方を模索。多様な勤務
形態での働き方を経験後 かなてつ社労士事務所開設。
お客様の労務全般のご相談に対応する日々。得意分野は 助成金を活用した組織風土改革・キャリア形成支
援、3年後の視点からの採用定着支援、長時間労働是正とワークライフバランス支援、各種年金相談。

ハローワークで人材確保！～ 求人申し込みについて ～ （ ハローワーク枚方 ）

15：00～16:００

※新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン開催に変更の可能性があります。

※ 15:00以降、現地では個別相談会を実施します （ ＊事前予約制・先着順 ）

ハローワーク枚方協力 ：

※ 創業希望者 / 創業後間もない方、個人事業主、人事労務担当者など興味のある方はどなたでもご参加できます。

以下のいずれかをご選択できます。申込時にご希望方法をお知らせください。

現地
（ 定員30名 ）

ｵﾝﾗｲﾝ Zoom によるご聴講（ご指定のメールアドレス宛にURLをお知らせします）

共催 ：

KECCのご案内はこちら

mailto:shokou@city.hirakata.osaka.jp

